
■三重県情報ネットワーク基本計画策定業務企画提案コンペに関する質問への回答について

No 資料 ページ 箇所 質疑内容 質疑内容

1

三重県情報ネッ

トワーク基本計

画策定業務委託

仕様書

P1 ３　履行場所

【記載内容】

三重県津市広明町13 番地 三重県本庁舎内 他

【質疑内容】

履行場所が「三重県本庁舎内　他」と指定されていますが、日本国内

に所在する自社の執務環境でも可能でしょうか。

【質疑理由】

作業を履行する上で、場所を特定する必要があるため

本委託業務の全てを履行場所内に常駐いただいたうえで実施する必要はありません。（受

託事業者における執務環境での作業も可能です。）

ただし、現地確認や完成図書の閲覧、さらには、県内市町等への訪問、打合せ等におい

て、リモート等による対応が困難な場合は、現地での対応が必要です。

2

三重県情報ネッ

トワーク基本計

画策定業務委託

仕様書

P1 ３　履行場所

【記載内容】

三重県津市広明町13 番地 三重県本庁舎内 他

【質疑内容】

会議については、貴県本庁舎内の他、リモートからのWeb会議も可能

という理解でよいでしょうか。

例）

重要会議（キックオフ、中間報告、最終報告）：貴県本庁舎内

定例会議：リモートによるWeb会議

【質疑理由】

作業を履行する上で、場所を特定する必要があるため

全ての会議について、可能な限りリモートからのWeb会議にて開催できるよう努めます

が、ご指摘の重要会議の他、現地確認や完成図書の閲覧、さらには、県内市町等への訪

問、打合せ等において、リモート等による対応が困難な場合は、現地での対応が必要で

す。

3

三重県情報ネッ

トワーク基本計

画策定業務委託

仕様書

P1 ２　履行期間

【記載内容】

契約日から令和7年3月31日まで

【質疑内容】

「02-2_仕様書別紙1_想定スケジュール」では、本調達の業務終了がR7

年1月末となっております。そのうえで、履行期間の同年2月から3月末

までにおける次期ネットワーク構築に係る調達のマイルストーンは2月

予定の入札公告となりますが、同年2月から3月末までに想定する業務

（入札公告に係る問い合わせ対応など）がある場合、要件へ記載いた

だけないでしょうか。

【質疑理由】

契約期間内の体制維持及び工数の算出に必要なため

お見込みのとおり、想定スケジュールでは、1月末日の基本計画書（最終版）の提出予定

日から3月末日における履行期限まで、受託事業者側の作業等を要件としては、記載して

いません。

しかし、当該期間において、本県側では、次期ネットワーク構築にかかる調達準備を進め

ていることから、受託事業者側において、成果物（仕様書や評価基準等）の修正のほか、

本県からの成果物等に対する問い合わせ対応などの作業が発生すると想定しています。

そのため、定期的な協議等の実施は想定していませんが、上記への対応が可能となるよう

な体制を確保してください。
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No 資料 ページ 箇所 質疑内容 質疑内容

4

三重県情報ネッ

トワーク基本計

画策定業務委託

仕様書

別紙2 現行ネッ

トワークにおけ

る課題認識と優

先度

P1
No1　基幹ネットワー

ク機器の再構築

【質疑内容】

課題認識列において「以下に示す課題等」との記載がありますが、こ

れは本別紙のNo2～11を指している認識で正しいでしょうか。

【質問理由】

本別紙には記載されていない課題等が存在するかを事前に把握してお

きたいため

お見込みのとおり、「以下に示す課題等」は、No2からNo11の課題を指します。

なお、別紙2「現行ネットワークにおける課題認識と優先度」は、現時点で本県が課題と

認識している課題（顕在化した課題）であるため、現行ネットワークの調査・分析を進め

るなかで、新たな課題が顕在化するものと想定しています。

また、新たに顕在化した課題についても、本委託業務内で検討を行う対象となりますの

で、ご注意ください。

5

三重県情報ネッ

トワーク基本計

画策定業務委託

企画提案コンペ

参加仕様書

P3

９　企画提案コンペの

実施方法

(2)プレゼンテーション

【質疑内容】

プレゼンに参加可能な人数をお知らせください。

【質問理由】

一部のメンバー（責任者、PM、PLを除く作業従事者を想定）はリモー

トからの参加を想定しており、事前に参加可能な人数の把握を行うた

め。

プレゼンテーション会場スペースの都合から、現地での参加は概ね５名以内とします。ま

た、リモート参加のみでのプレゼンテーションの実施は不可とします。

現地対応とリモート参加との併用については、本県が指定する方法でのみ可とします。た

だし、その詳細については、プレゼンテーション参加者に、後日詳細を連絡します。

6
提出を求める企

画提案資料
P1

２　留意事項

(1)提案書及び付属資料

【記載内容】

(ソ)提案書は、概ね50ページ以内に収めること。

【質疑内容】

提案書はページ上限の指定がありますが、付属資料のページ上限はあ

りますか。

【質問理由】

付属資料のページ上限数を確認したいため。

特にありません。

7

三重県情報ネッ

トワーク基本計

画策定業務委託

仕様書

別紙2 現行ネッ

トワークにおけ

る課題認識と優

先度

P2
No5　ガバメントクラ

ウドへの安定接続

【質疑内容】

ガバメントクラウドへの接続・移行時期について、「令和6年度（遅く

とも令和7年度中）」とありますが、令和6年度の実施を想定した場

合、今回の業務においては、接続・移行後の状況を加味した上で効率

や信頼性の改善を検討する、という認識で相違ないでしょうか。

【質問理由】

本項目に係る前提及び要件を明確に把握したいため。

三重県及び県内市町におけるガバメントクラウドへの接続・移行時期は、「令和6年度

（遅くとも令和7年度中）」であり、次期ネットワークの構築前であることから、現行

ネットワークを経由した接続・移行になると想定しています。

しかし、次期ネットワークがどのような構成になるかについて、あらかじめ検討したうえ

で、その結果を各団体向けに周知することで、各団体はよりよい構成での接続・移行がで

きるものと考えています。

そのため、本委託業務においては、次期ネットワークの構成要素等にかかる検討を行った

うえで、各団体に対する接続・移行にかかる検討・技術的助言についても、本委託業務の

範囲内とします。
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No 資料 ページ 箇所 質疑内容 質疑内容

8

三重県情報ネッ

トワーク基本計

画策定業務委託

仕様書

別紙2 現行ネッ

トワークにおけ

る課題認識と優

先度

P2
No5　ガバメントクラ

ウドへの安定接続

【記載内容】

三重県及び県内市町においては、令和6年度（遅くとも令和7年度中）

にLGWANを経由したガバメントクラウドへの接続を予定

【質問内容】

現時点で予定されているガバメントクラウドへの接続スケジュール及

び別紙４－３現行ネットワークに対する主な契約関連についてご教授

いただけないでしょうか。

【質疑理由】

本業務のスケジュールを検討上で参考にしたいため。

ガバメントクラウドへの接続については、それぞれの団体において、現在、J-LIS、県内

市町等関係機関と調整中であるため、詳細は未決定です。ただし、総務省から遅くとも令

和7年度末までの接続、及び、ガバメントクラウドへの移行を求められているため、全て

の団体において、令和7年度末までに移行を実施する必要があります。

別紙4-3「現行ネットワークに対する主な関連契約」については、企画提案コンペ参加仕

様書「８ 資料の閲覧」にて資料の開示を行いますので、必要に応じて、確認してくださ

い。

9

三重県情報ネッ

トワーク基本計

画策定業務委託

仕様書

別紙3 現行ネッ

トワークにおけ

る論理ネット

ワーク 概要図

ー

【質問内容】

本資料の論理ネットワーク概要図は、更新日時についてご教授いただ

けないでしょうか。「02-5_仕様書別紙4_現行ネットワークにおける主

な構成要素等」では、別紙４－１のモバイルワークシステムはR4年度

に廃止済みであり、また、別紙４－２のネットワーク機器一覧にも記

載がありませんが、本資料にはモバイルワークシステムFWの記載があ

るため。

【質問理由】

最新のネットワーク概要の把握を行いため。

仕様書別紙3「現行ネットワークにおける論理ネットワーク概要図」については、令和5年

12月現在で更新しています。

なお、モバイルワークシステムの導入に伴い、モバイルワークFW（仮想）を構築し、そ

の後、モバイルワークシステムを廃止しましたが、モバイルワークFW（仮想）について

は継続利用しています。（一部の通信をモバイルワークFW（仮想）経由でインターネッ

トに接続しています。）

また、当該FWは仮想FWのため、機器一覧には掲載されておりません。

10
提出を求める企

画提案資料
P1

２　留意事項

(1)提案書及び付属資料

【記載内容】

(イ)１部は袋綴じし、社名を表紙に記載した上、本県の業者登録に使用

した印鑑を押印すること。提出者の担当部門および責任者を明示する

こと。

【質問内容】

「袋綴じ」とありますが、キングファイル又はバインダーなどによる

提出でも可能でしょうか。

【質問理由】

提出物のイメージを把握するため。

キングファイル、バインダー等による提出は、後から提出資料を加除することが可能であ

ることから、不可とします。

原本性の担保のため、契約書のように、後から加除できないような形で袋綴じを行ったう

えで、提出してください。

なお、付属資料の内、パンフレット等の袋綴じができないものについては、キングファイ

ル、バインダー等での提出を認めます。
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